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麻しん発生報告数の増加に伴う注意喚起について 

 

 

標記につきまして、日本医師会および大阪府より別紙のとおり連絡がありました。 

今般、関西地方で麻しん患者数の増加が報告されていることから、厚生労働省より

協力依頼がなされたとのことです。 

本件は、今後、広範な地域において麻しん患者が発生し、医療機関を受診する可能

性があることから、医療機関に対して、発熱や発しんを呈する患者を診察した際は、

麻しんを意識した診療を行うこと、麻しんと診断した場合には、速やかに届け出ると

ともに院内感染予防対策を講じることを依頼するものであります。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下会員

医療機関への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。 

 

【参 考】 

○大阪府ホームページ「麻しんについて」 

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/hasika.html 

○大阪府感染症情報センターホームページ「麻しん情報」 

http://www.iph.pref.osaka.jp/kansen/zbs/zmsn.html 

○厚生労働省ホームページ「麻しんについて」 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kan

senshou/measles/index.html 

○国立感染症研究所ホームページ「医療機関での麻疹対応ガイドライン第七版」 

https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/medical_201805.pdf 
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